平成２１年度地域経営人（ソーシャル・アントレプレナー）の

育成・誘致のための基礎調査　募集要領

 平成２１年１０月２０日
　　　　　　国土交通省国土計画局
１．趣　旨

　本格的な人口減少社会の到来、急速な高齢化の進展、グローバル化の進展及び東アジアの経済発展など、経済社会の構造転換と足元の経済不況や厳しい雇用情勢の中で、我が国の新しい国土像として、国土形成計画（全国計画：平成２０年７月閣議決定）により、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らしやすい国土が謳われています。また、全国計画を受け、本年８月に広域ブロック毎に広域地方計画が策定され（本年８月国土交通大臣決定）、上述の新たな国土像の具体化に向けた広域ブロック毎の戦略的目標が示されています。今後、それらの目標を達成し、積極的に地域が自立的に発展するための環境整備が求められており、その中で地域経営改革に参画する人材を各地域において育成・誘致し、支援するための制度を検討する必要があります。
　本調査は、このような観点に立ち、地域における起業やコミュニティ強化などの地域づくりを担う地域経営人（ソーシャル・アントレプレナー）の戦略的育成・誘致のための政策的枠組みの構築を行う上での基礎資料とするため、各地域で取組みが進む人材育成・誘致策の調査・分析を行うものです。

　
この中で、人材の育成・誘致について、①どのような人材が求められ、そのために②どのような人材育成・誘致のための具体的プロセスが求められ、またそのようなプロセスを構築する上で③地域の各主体（大学、地方公共団体、経済団体、ＮＰＯ等）がどのようにネットワークを作り、また、それに向けて④どのような課題及びその対処策が存在するかを明らかにします。
２．調査内容
　１．で述べた目的を達成するため、以下の（１）～（４）に示す調査を行うこととします。
（１）地域経営に求められる人材像

　地域の課題に応じ、どのような人材が求められ、そのために必要な要素（経営に関する資質、経験、知識等）を明らかにします。具体的には、地域においてビジネスや社会サービスを展開するに当たり、中心的役割を持ち、かつ、持続的に活動を行う地域経営人（ソーシャル・アントレプレナー）としての人材の具体例を分析します。
（２）実践的な人材育成プロセス

　地域経営人が備えるべき能力の発現につながるような教育カリキュラム、実務経験、人的ネットワーク等の内容を分析します。具体的には、（１）で分析した人材像に見合う人材を育成するために、大学や地方公共団体、企業、ＮＰＯ等が連携して提供することのできるカリキュラム及びその総合体としてのコースの基本設計を行います。
（３）人材育成・誘致を促進するための地域ネットワークの在り方
　地域経営人の育成・誘致プロセス及びその活動を支える環境づくりのため、それぞれの地域において大学や地方公共団体、企業、ＮＰＯ等がどのようなネットワークを構築すべきかを明らかにします。例えば、地域経営人が地域に定着し、持続的に活動を展開することができるようにするための支援ネットワークを具体的に設計し、地域経営人の事業を必要に応じて指導・支援する「旦那衆」とも言うべきネットワークをどのように構築するかを検討します。
（４）（１）～（３）に係る政策的課題の抽出
　前項（１）～（３）に関して、どのような政策的課題が存在し、それにどう対処することで、地域経営人の育成・誘致のための体系的な枠組みづくりを国として支援できるかの整理を行います。具体的には、大学教育、創業・企業支援制度、金融・与信システム等の現状・問題点とそれぞれの対処策を整理します。
　　　　

３．募集提案に関する方針
（１）応募主体

　大学等の教育・研究機関（法人格を有するものに限る。）、地方公共団体、独立行政法人、経済団体、ＮＰＯ等複数の団体から構成される協議会等で、それらが法人格を有している場合、又は法人格のない任意の団体で以下のすべての要件に該当する場合には応募が可能です。

イ．代表者の定めがある。
ロ．本調査実施手続きを適切かつ効率的に行うため、団体としての意思決定の方法、その他の事務処理及び会計処理の方法、責任者等が明確に定められている。
（２）対象経費

イ．本調査の１件当たりの委託金額は上限２５０万円とします。
　　ただし、予算の範囲内で、提案頂いた内容のうち特に先導性の高いものや地域への効果が大きいもの等を優先的に実施するため、委託金額が応募の金額から変動することがある。（選定のプロセスについては、４．（１）参照。）
ロ．本調査において、委託費で措置する経費としては、調査実施に要するものとして、調査を実施するに当たり必要となるデータの収集に要する経費、情報通信機器等のリース料、アルバイト代、通信費、専門家の意見聴取等に要する経費、調査報告書の印刷等に要する経費などが例として挙げられます。
ハ．以下のような経費は委託費による措置の対象とはなりません。
①応募団体により従来から行われている取組の単純な振替に当たる経費
②国又は地方公共団体により、別途、補助金、委託費等が支給されている経費
③恒久的な施設の設置又は大規模な改修に係る経費
（３）事業期間
　平成２２年３月２６日までに単年度で終了しなければなりません。
（４）調査の成果

　委託調査の実施期間の終了日までに調査報告書を国土交通省に提出しなければなりません。なお、提出された調査報告書は国土交通省ホームページ等での公開を前提とすることから、受託者の知的財産等の権利関係を予め整理するとともに、他の著作物や既往研究等の引用等について他の権利を侵害することがないようにしなければなりません。
（５）先導的モデル調査事業としての公表

　　　　採択された調査のテーマ、内容、調査対象地域、及び調査主体たる大学等の組織名について、採択後速やかに公表を行います。
４．選定に関する方針

　本調査の実施に向けた提案の選定は、以下の方針に従い行うものとします。
（１）選定プロセス

　応募から提案の採択及び調査の実施までのプロセスは以下のとおりです。

①提案の公募
　国は、本募集要領により、公募を行います。（提出書類は５．参照）
②提案の応募

　応募主体は、期日までに指定された提出先へ提案を応募します。（応募締切及び提出先は６．及び７．参照）
③提案の選定

　国は、（２）に定める評価方針に則り提案を評価するとともに、有識者委員会の意見を踏まえた上で、優れていると認められるものを選定し、採択します。この際、提案内容のうち一部のみを採択することがあります。また、評価の過程で、必要に応じ資料の追加を請求し、あるいはヒアリング等を行うことがあります。なお、追加資料の請求の際に指定した期日までに資料の提出がない場合やヒアリングに応じることができない場合には評価の対象とならない場合があります。
④契約の締結

　国は採択された提案についてその応募主体へ通知するとともに、実施内容を精査した上で、国及び当該応募主体の間において本事業の調査委託契約を締結します。

（２）評価方針
　本事業の選定に当たっては、以下の視点から評価を行います。

イ．外形審査

　審査書類について、募集の要件等を満たしているか外形的な確認を行います。
ロ．内容審査

　　応募内容について、特に以下の事項に留意し、評価を行います。
①調査内容の的確性及び有効性
　２．（１）～（４）に掲げられた調査内容の各項目に関し、的確かつ有効な提案であること。
②執行体制について

　  本調査の進行管理、金銭の管理その他の事務を執行するための体制が整備されていること。

③地域社会における関係主体との連携
　地域社会の課題に即し、関係する主体（大学等の教育・研究機関、地方公共団体、企業、ＮＰＯ等）が調査に連携する体制を有すること。
④先進性及びモデル性
　地域特性を十分に踏まえ、応募主体が提案した調査内容が、地域経営人の確保を図る上で同様の課題を抱える全ての地域の参考となり、かつ、その解決に資する効果が期待できること。
⑤調査結果の実現可能性
　調査結果の活用方針等が明確であり、かつ、調査結果に示された地域経営人の育成・誘致策が、各地域において実現可能なものとなっていること。
　　　　
　　　　
５．提出書類

　　　　別紙（様式①、②）【調査提案書、経費の概算】、任意様式【関係地方公共団体推薦書類（地方公共団体が協議会の構成員である場合は不要）、参考資料（応募団体の構成、活動実績、団体の規約又は規程等）】を提出してください。６．で述べる募集期間及び応募締切の締切日までに必要な様式が届かない場合は、選定の対象とはなりません。　
　　　　なお、関連資料として、必要に応じ、各地域における人材育成に係る現状や本調査における創意工夫や実効性等の内容を補足説明する資料を添付してください。 
６．募集期間及び応募締切

（募集期間）

平成２１年１０月２０日（火）～平成２１年１０月３０日（金）
（応募締切）

平成２１年１０月３０日（金）
※関係地方公共団体推薦書類のみが上記締切日に間に合わない場合に限り、担当
者までご連絡の上、当該書類の提出を募集締切日の１週間後（１１月６日（金））
１７：００まで受け付けます。
７．提出方法、提出先及び問い合わせ先

以下の宛先へ、指定部数を郵送にて提出してください。

（宛先・問い合わせ先）

　　　〒１００－８９１８

　　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－２

　　　国土交通省国土計画局広域地方整備政策課　柳井
  　　　電話：03-5253-8111（内線29-463）

　  　　FAX： 03-5253-1571

　　  　E-Mail： yanai-k2ut@mlit.go.jp
（提出部数）
　　様式①、②　　　　：　正本１部、副本１部

　　その他の資料　　：　１部

　　返信用封筒（通知用）： １枚（切手貼付、返信先記入のこと）

また、様式①、②の電子ファイルをCD-R又はフロッピーディスクに保存し、同封してください。
８．応募後の手続きとスケジュール（予定）

　締め切り日までに、応募書類を提出してください。
　その後、４．の方針に従って選定作業を行います。採択の結果は、１１月中旬頃、文書にて通知されます。

９．提出書類等について

　　提出書類等は返却致しません。
以　上
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